
機能強化計画の進捗状況（要約）

１．15年4月から16年9月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

２．16年4月から16年9月までの全体的な進捗状況及びそれに対する評価

「機能強化計画」における集中改善期間は 1年半が経過しました。この間、15年度上期は「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化に向けて」及び「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化
に関するｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸｸﾞﾗﾑ」の理解、当金庫「機能強化計画」の策定及び全役職員への理解を図り、15年度下期から具体的実践段階に入りました。
 15年度下期は様々な施策を実施しましたが、どちらかと言うと制度面整備の色彩が強く、16年度は、施策の実効を上げ、定着化させることを課題としてスタートしまし
た。

 15年度下期の施策事項の実効・定着状況について詳細は省略しますが、経営改善指導によりランクアップしたお取引先数が１５年度通期９先に対して、16年度上期では
27先となったことが施策の実効が上がっていることを現わしていると考えます。

 16年度下期の実施事項は「３．」及び「４．」に項目毎に記載してありますが、主要な事項は次のとおりです。

 ①「目利き力」に重点をおいた形での「融資審査要綱」の改訂と研修実施
 ②「ローンレビュー規程」の制定と研修実施
 ③「目利き力養成研修」の実施（取引先企業現場での訪問研修）
 ④中小企業金融公庫との信金連絡会へ出席
 ⑤静岡大学イノベーション共同研究ｾﾝﾀｰの産学連携コーディネーターを講師として営業店長及びＳＢＣ会員を対象とした説明会実施。
 ⑥中小企業金融公庫担当者による支店長を対象にした創業・新事業支援機能に関する説明会開催。
 ⑦しずおか産業創造機構の「起業家養成講座」への当庫中小企業診断士の講師派遣。
 ⑧「せいしんビジネスクラブ」会員と浜松信用金庫の「はましん経営塾」との交流会（ビジネスマッチング）実施
 ⑨「静岡中小企業支援ファンド“パートナー”」への出資払込み。
 ⑩「静岡県中小企業再生協議会」へ当庫経営改善支援先についての相談
 ⑪原則無担保、保証人を原則代表者とした融資商品の発売（「地域活性化支援資金『躍進』・「創業支援資金『創業』」」
 ⑫地域事業者応援のための小口・低利・原則無担保の融資商品「ご近所ローン」発売
 ⑬信金中金の「中小企業信用リスクデータベース」に参画。
 ⑭「信用金庫取引約定書」の改正について原案策定
 ⑮「与信取引に関する顧客への説明態勢等の規程」について原案策定
 ⑯自己査定・引当金に関する規程等の一部改訂
 ⑰信用リスク定量化の考え方の前進
 ⑱お取引先別採算制度の中間報告
 ⑲ディスクロージャー誌への地域貢献情報の記載充実
 ⑳ディスクロージャー誌への総代会の仕組み・総代のお名前等の記載

 主要な実施事項は以上のとおりであり、計画どおりの進捗を果たしていると考えますが、15 年度に展開した施策を含め、今後とも実効性向上・定着化へ向けて努力する
とともに、新たな施策の展開に取り組んでいきます。
 景気は回復傾向にあるとは言え、地域中小企業の経営実態は未だ厳しい状態が続いています。このような環境下にあって我々信用金庫が地域経済・地域中小企業の活性
化のために果たす役割は、更に増しているとの認識の下、計画の着実な実行と実効性向上に努力していく所存です。

（静清信用金庫）



３．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況（別紙様式１）

具体的な取組み 備考（計画の詳細

１５年度 １６年度 15年4月～16年9月 16年4月～16年9月
Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 ・業界動向の的確かつタイ
ムリーな把握のため、融資
部と経営相談部とで定期
的な情報交換を実施しま
す。
・また、業界動向について
営業店へ情報提供を行い
ます。
・新規創業に当たっての留
意点について営業店担当
者への説明会を開催しま
す。

・融資部内で業種
別の調査担当者を
任命して業界動向
調査の体制整備を
図ります。
・融資部と経営相
談部で把握した業
界動向を営業店に
還元します。
・新規創業のチェッ
クポイントについて
勉強会を開催しま
す。

・15年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・15年4月1日に業種別調査担
  当者を任命し、大口与信先
 を中心に本部融資申請書の
 一部業種別審査体制を採り
 ました。
・業種別調査担当者による融
 資部内勉強会を開催しまし
 た。
・「融資ポイントマニュアル」
  「新規創業についてのﾁｪｯｸ
  ﾎﾟｲﾝﾄ」を作成し、研修を実
  施しました。
・「融資審査要綱」を改訂しま
  した。
・業種毎の主要お取引先の月
 別売上高調査を行い、業種毎
 お取引先毎の業況変化につ
 いて月別管理体制を構築しま
 した。
・ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ業界・建設業
 界及び水産加工業界の主要
 お取引先についてﾍﾞﾝﾁﾏｰｸを
 設定の上、お取引先毎の問
 題点を抽出し、審査に利用し
 ました。
・業種別研究リポートを上期・
  下期に作成し、融資部内で
   情報を共有し、審査に活用
  しました。
・融資事後管理の徹底を図る
 ため、「ローンレビュー規程」
 を制定しました。

・業種別調査担当者による融資部
 内勉強会を開催しました。

・「融資審査要綱」を改訂しました。
  （「目利き力審査に重点）
  （１６年６月）
・「ローンレビュー規程」制定しまし
  た。 （１６年６月）
・「融資審査要綱」「ローンレビュー
  規程」の説明会を実施しました。
  （１６年５月ー対象：部店長・融資
                           役職者）
・業種毎の主要お取引先の月別売
 上高調査を行い、業種毎・お取引
 先毎の売上高チェックによるお取
 引先の業況変化を月次管理する
 体制を構築しました。
  （金庫経営層にも報告）
・水産加工業界の主要お取引先に
 ついてﾍﾞﾝﾁ ﾏｰｸを設定の上、お取
 引先毎の問題点を抽出し、審査に
 利用しました。

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を
目的とした研修の実施

「その他関連する
取組み」として後段
の「４」に記載しまし
た。

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

・１６年４月：茶業
・１６年８月：製造業全体
・１６年９月：特定施設入居者
                生活介護業
                ペットショップ

（静清信用金庫）



（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行
との連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

・構築済の産学官連携ス
キームを金庫内およびお
取引先に活用を周知して
いきます。
・外部ブレーンとの関係強
化を図っていきます。
・日本政策投資銀行と必要
に応じ情報交換を行いま
す。

・産学官連携ス
キームの継続。
・外部ブレーンとの
関係を再構築しま
す。

・産学交流センター
の情報収集をしま
す。
・産学交流センター
を活用します。

・既に産学官連携のスキー
 ムは構築済みであり、既存
 の外部ブレーン（公的資格
 者・大学教官・公的機関等）
 との関係強化を図りました。
・東海大学（15年7月）、静岡
 大学（15年10月）、静岡県立
 大学（16年1月）等の産学連
 携体制にかかる説明会に参
 加し、産学連携担当者との
 ネットワークを拡充しました。
・中小企業金融公庫との業
 務連携強化を目的に覚書
 を締結、同公庫の産学連携
 スキームやノウハウを利活
 用できる体制を整えました。
１６年４月同公庫と信用金庫
 （同公庫と覚書締結済金
 庫）との連絡会を開催しまし
 た。以後、定例的な連絡会
 開催を決定しました。

・１６年４月静岡大学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共
  同研究センターの産学連携ｺｰ
  ﾃﾞｨﾈｰﾀｰを迎え、支店長等を対
  象に産学連携に関する説明会
  を実施しました。
・平成１６年４月中小企業金融公庫
  との連携に係る信金連絡会（第１
  回）に参加しました。以後、第２回
 連絡会 （１６年５月）及び第３回連
 絡会（16年8月）に参加し、ノウハウ
 取得・情報交換を図りました。
・16年5月せいしんビジネスクラブ
  （以降ＳＢＣ）会員に対し、静岡大
  学ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ共同研究ｾﾝﾀｰの産
  学連携ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰによる産学連
  携に関する説明会を開催しまし
  た。

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

・既往提携先（ＪＡＦＣ０）と
の関係強化を図ります。
・当金庫のベンチャー経営
支援のスキームを金庫内
およびお取引先に周知し
ていきます。
・政府系金融機関と必要に
応じ情報交換をします。

・ベンチャー経営支
援体制を継続しま
す。
・提携先（ＪＡＦＣＯ）
との関係強化を図
ります。

・15年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・既存提携先（ＪＡＦＣＯ）と定
 期的な情報交換を実施し、
 必要に応じて協力体制をと
 ることを確認しました。
・しずおか産業創造機構等
 外部機関の要請に基づき
 起業家養成講座等に当庫
 中小企業診断士を派遣し
 ました。
 （15年度3回、16年度1回）
・16年2月に中小企業金融公
 庫と業務連携強化を目的に
 覚書締結し、16年4月には
 同公庫との連絡会を開催
 しました。
 16年3月に商工組合中央金
 庫と業務協力を目的に覚書
 を締結しました。

・16年4月中小企業金融公庫担当
 者を招き、支店長等を対象とした
 創業・新事業支援機能に関する
 説明会を実施しました。
・平成１６年４月中小企業金融公庫
  との連携に係る信金連絡会（第１
  回）に参加しました。以後、第２回
  連絡会（１６年５月）及び第３回連
  絡会（16年8月）に参加し、ノウハ
  ウ取得・情報交換を図りました。
・16年9月しずおか産業創造機構
 等外部機関の要請に基づき起業
 家養成講座等に当庫中小企業診
 断士を派遣しました。

（静清信用金庫）



（５）中小企業支援センターの活用 ・従来より中小企業支援セ
ンターを活用しています
が、今後も必要に応じ活用
していきます。

・必要に応じ中小企
業支援センターを
活用します。
・創業サポートしず
おかの定例会議に
参加します。

・15年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・しずおか産業創造機構（静
 岡県中小企業支援センター）
 中部地域中小企業支援セン
 ター等、外部機関との連携を
 強化、定期的に情報交換を
 実施しました。
・しずおか産業創造機構主催
 の「しずおか新産業技術フェ
 ア」に参加しました。

・16年7月中部地域中小企業支援
 ｾﾝﾀｰ主催の地域金融機関連絡
 会議に参加し情報収集を図りまし
 た。
・16年9月しずおか産業創造機構
 主催「しずおか新産業技術フェア」
 に参加・出展し、当庫の経営相談
 や各種経営支援業務を紹介しまし
 た。
・中小企業経営革新支援法の申請
 支援を行いました。2お取引先が
 認可取得、2お取引先が申請中で
 す。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの
整備

・体制面は整備され活動も
活発に行っていることか
ら、今後も現在の活動を継
続していきます。

・現在の活動を継
続実施します。

・現在の活動を継
続実施します。

・以下のツールでの情報提供
 を継続的に実施、内容につい
 ても適宜メンテナンスをしまし
 た。

・ビジネスマッチング情報提供
 に向けた態勢整備の支援策
 の一環として、全信協が新た
 に構築した「しんきんビジネス
 マッチングサービス」に16年
 2月に参画ビジネスマッチング
 ネットワークを拡充しました。
・16年9月当庫ＳＢＣ会員と浜
 松信用金庫「はましん経営塾
 」会員との交流会（ビジネスマ
 ッチング）を実施しました。

・毎月初旬、ビジネス情報として「し
 んきんふれ愛ねっと（全信協提供）
 」を全営業店に提供しました。
・お客さまからの要望に基づき、金
 庫内受発注情報（ビジネスマッチ
 ング、求人・求職等）を全営業店
 に配信、進捗管理及び結果等の
 フィードバックを実施しました。
・当金庫発行の地区経済誌（Ｖｉｅｗ）
 を隔月発行、地区内の業種別動向
 、各種経営情報等の各種情報を提
 供しました。（16年度上期3回発行）
・毎月下旬、外部提携機関（㈱日本
 情報マート）作製のビジネス情報、
 新商品・商談情報を全営業店に配
 布しました。
・ＳＢＣﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ受発注情報、ＳＢ
 Ｃ会員向けビジネス情報メールマ
 ガジン（月3回発行）による情報提
 供を実施しました。
・16年9月当庫ＳＢＣ会員と浜松信
 用金庫「はましん経営塾」会員と
 の交流会（ビジネスマッチング）を
 実施しました。

・「しんきんふれ愛ねっ
と」・金庫内受発注情報・
当金庫発行経済誌（Ｖｉｅ
ｗ）・外部提携機関（㈱日
本情報マート）作製のビジ
ネス、新商品情報・ＳＢＣ
会員向けメールマガジン

（月3回）

（静清信用金庫）



（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生
防止のための体制整備強化並びに実績公表

・より効果が上がる経営改
善手法を検討します。
・経営改善スキル向上のた
め各種研修へ積極的に参
加します。
・「静岡県中小企業再生協
議会」「しずおか産業創造
機構」など外部機関と連携
した支援態勢を図ります。
・ディスクロージャー誌にお
いて経営改善支援への取
組み状況・実績などを公表
します。

現在の体制を継続
していく他、
 ・経営改善に係る
金庫内研修
・経営改善手法の
検討
・全信協の研修へ
の参加
    を実施します。
・また、経営改善支
援への取組み状
況・実績について
ディスクロージャー
誌で公表します。

・15年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・本部支援対象お取引先数は
  次のとおりです。
 １５年度：６６ｸﾞﾙｰﾌﾟ９５先
 １６年度：６９ｸﾞﾙｰﾌﾟ１００先
・日銀考査の指摘を受け、経
  営改善支援業務見直ししま
  した。 （１６年９月）
・月次管理として、営業店が
 「経営改善月報」により売上
 高と利益の計画対実績をチ
 ェックする体制を作りました。
・「財務コンサルタント研修」
  を継続実施しました。
・信金中金「中小企業経営改
　善支援実務研修」に参加し
  ました。（１６年３月）
・経営改善指導によりランク
 アップされたお取引先数
  １５年度通期： ９社
  １６年度上期：２７社

・１６年度本部支援対象先６９ｸﾞﾙｰ
  プ１００お取引先を決定しました。
・日銀考査の指摘を受け、経営改
  善支援業務見直ししました。
  （１６年９月）
・月次管理として、営業店が「経営
  改善月報」により売上高と利益の
  計画対実績をチェックし、業況が
  悪化してきているお取引先に対し
 ては経営改善計画見直し等のｱド
  ﾊﾞｲｽを実施しました。
・「財務コンサルタント研修」を継続
  実施しました。
・経営改善ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｿﾌﾄを導入し
 ました。
・１６年度上期に経営改善指導に
 よりランクアップされたお取引先
 数は２７社です。

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 「その他関連する
取組み」として後段
の「４」に記載しまし
た。

（５）「地域金融人材育成システム開発プログラム」等への協力 後段の「４．」に「せ
いしんビジネスクラ
ブ」を通じた中小企
業経営者等の経営
管理能力向上への
取組みを記載しま
した。

（静清信用金庫）



３．早期事業再生に向けた積極的取組み

（２）地域の中小企業を対象とした企業再生ファンドの組成の取
組み

・大和證券ＳＭＢＣ主催の「地
 域再生ファンド」勉強会・検討
 会へ参加しました。
 （15年度中3回）
・静岡キャピタル主催の「静岡
 中小企業再生ファンド」の説
 明を受けました。
・「静岡中小企業支援ファンド
 “パートナー”」への加入契約
 を締結しました。
・１６年４月２３日「静岡中小企
 業支援ファンド“パートナー”」
 の設立総会が開催されまし
た。
・１６年５月１０日第１回の払込
  を完了しました。
・１６年６月７日第１号案件が
  決定しました。
・１６年９月１７日第２号案件が
  決定しました。

・１６年４月２３日「静岡中小企業
  支援ファンド“パートナー”」 設
 立総会に担当常務が参加しまし
 た。
・１６年５月１０日第１回の払込を完
 了しました。
・１６年６月７日第１号案件が決定
  しました。
・１６年９月１７日第２号案件が決
 定しました。

（３）デット・エクイティ・スワップ、DIPファイナンス等の活用 ・ＤＩＰファイナンスについて
は静岡県信用保証協会の
「事業再生保証制度」を利
用しての取組みについて
検討します。
・ＤＥＳについては、取組み
をしない方針です。

・ＤＩＰファイナンス
について静岡県信
用保証協会との意
見交換も含めた検
討を行います。そ
の結果を受けて保
証協会付でのＤＩＰ
ファイナンスの適用
を検討します。

・15年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・ＤＩＰﾌｧｲﾅﾝｽに係るスキーム
 等についての情報収集しまし
 た。
・静岡県信用保証協会にＤＩＰ
 ﾌｧｲﾅﾝｽの実態について問
 い合わせをした結果、16年
 3月時点では静岡県内で
 の事例はなく、金融機関か
 らの問い合わせも殆どない
 との回答を得ました。
・１６年９月まで当庫取扱い
  実績はありません。

・当金庫お取引先についてＤＩＰﾌｧ
 ｲﾅﾝｽ適用について検討しました
 が、見送りとしました。

（４）「中小企業再生型信託スキーム」等、ＲＣＣ信託機能の活用 ・手法の研究と適用可能性
についての検討を行いま
す。

・手法の研究と適
用可能性について
の検討を行いま
す。

・15年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・全信協主催の「ＲＣＣの企業
 再生機能に関する説明会」に
 参加しました。
・現状、対象先はありません。

・情報収集を行い、対象先の検討
  を行いましたが、現状、当金庫お
  取引先 に対象先はありません。

（静清信用金庫）



（５）産業再生機構の活用 ・当面は産業再生機構に
ついての情報収集を行い
ます。

・産業再生機構の
情報収集や再生事
例の研究を行いま
す。

・本機構を利用した
再生対象先がある
かどうか検討しま
す。

・産業再生機構の業務開始
 （５月8日）に伴い、関連記事
 等により情報収集を行いま
 した。

・対象先はなく、具体的な進捗は
 ありません。

（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 ・金庫内で同協議会につい
ての説明会を実施します。
・同協議会との情報交換を
行います。
・お取引先に同協議会の
説明を行い、利用可能先
について検討します。

・金庫内で同協議
会の説明を行いま
す。
・同協議会と定期
的に情報交換を行
います。

・お取引先に同協
議会の説明を行
い、利用可能先に
ついて検討します。
・同協議会と定期
的に情報交換を行
います。

・「静岡県中小企業再生支援
  協議会」を招いて中部４信金
  の支援担当者会議において
  同協議会の活動内容等につ
  いて説明を受けました。
   （15年６月）
・「静岡県中小企業再生支援
  協議会」の機能・利用方法等
  について各支店を臨店して
  説明を行いました。
・個別案件の相談を２お取引
 先について実施しました。

・「静岡県中小企業再生支援協議
  会」の機能・利用方法等につい
  て各支店を臨店して説明を行い
  ました。
・１６年４月営業店部店長・営業役
  職者・法人開拓担当者を対象に
  静岡県中小企業再生支援協議
  会担当者による説明会を実施し
  ました。
・当庫経営改善支援対象お取引
 先２社について利用相談を行い
 ました。
・個別案件について再生手法等に
 ついてｱﾄﾞﾊﾞｲｽを受けました。
・再生ファンドを将来的に活用した
 再生スキームを検討したいお取
 引先について情報交換を実施し
 ました。

（７）企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリス
ト）の育成を目的とした研修の実施

「その他関連する
取組み」として後段
の「４」に記載しまし
た。

（静清信用金庫）



４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）ローンレビューの徹底、財務制限条項やスコアリングモデ
ルの活用等。第三者保証の利用のあり方

・お取引先の事業内容・資
金の流れについての理解
を進め、キャッシュフローを
重視した融資に努めます。
・ローンレビューについて
は経営改善支援課と支店
長が連携してよりお取引先
の理解に努めます。
・創業時の融資審査にお
いては経営相談部と融資
部との協力関係をより一層
強化し、担保・保証に過度
に依存した融資審査となら
ないように努めます。

・キャシュフロー重
視のため「試算表」
「資金繰表」を重視
した審査を行いま
す。
・経営改善支援課
はお取引先の改善
計画の進捗状況に
ついてより一層理
解するよう努めま
す。
・融資部と経営相
談部とで連携して
業界動向の把握に
努め、調査結果を
営業店に還元しま
す。
・事業に着目した融
資制度の研究を行
います。

１５年度の取組みを
継続する他、
 ・スコアリングモデ
ルの研究結果を基
に活用策を検討し
ます。
 ・事業に着目した
融資制度の研究結
果により商品化可
能の場合には対応
します。

・大口お取引先の審査において
 直近の「試算表」「資金繰表」の
 確認を徹底しました。
・１６年６月「ローンレビュー規程」
 制定・施行しました。
・創業案件については、経営相談
 部との連携体制は構築しました
 が、対象案件はありませんでし
 た。
・経営改善支援対象お取引先に
 対しては「経営改善支援月報」
 による月次管理の徹底を図りま
 した。
・「債務者への説明態勢の整備」
 Ｗ・Ｇへ出席しました。
  （融資管理部主管）
・㈱「しんきん情報ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ」の
 個人事業主ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの試験
 利用を開始し（15年12月）、ﾃﾞｰﾀ
 還元を受けました。
・原則無担保・原則第三者保証人
 不要の融資商品を発売しました。
  （15年11月17日発売→「せいし
  ん地域活性化支援資金」・「せ
  いしん経営改善支援資金」
 １６年５月２４日発売→ 「地域活
 性化支援資金『躍進』・創業支援
  資金『創業』）
・小口・低利の原則無担保融資商
 品「ご近所ローン」を発売しまし
 た。（平成１６年９月１日）

・大口お取引先の審査において
 直近の「試算表」「資金繰表」の
 確認を徹底しました。
・事後管理規程として「ローンレビ
 ュー規程」を制定・施行しました。
 （１６年６月）
・「債務者への説明態勢の整備」Ｗ
  Ｇでの検討・部長会審議を受けて
 「与信取引に関する顧客への説明
 態勢の規程（案）」を融資管理部主
 導で策定しました。
・㈱「しんきん情報ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ」の
  個人事業主ｽｺｱﾘﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙの試験
  利用を開始し、（15年 12月）当庫
  信用格付との比較を実施しまし
  た。
・スコアリングモデルの検討として
 信金中金の中小企業信用リスクデ
 ータベースへの参画を決定しまし
 た。
 今後、データのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸを受けて
 スコアリングモデルによる審査機
 能を高めていきます。
・原則無担保・原則第三者保証人
 不要の融資商品を追加発売し
 ました。
 １６年５月２４日発売→「地域活性
 化支援資金『躍進』・創業支援資
 金『創業』）
・小口・低利の原則無担保融資商
 品「ご近所ローン」を発売しました。
 （平成１６年９月１日）

（静清信用金庫）



（３）証券化等の取組み ・売掛債権担保融資につ
いて理解を深めます。
・ＣＬＯについては、当金庫
単独での取り組みは行い
ませんが、静岡県などがス
キームを提供すれば、参
加を検討します。
・中小企業の資金調達の
多様化について研究を行
います。

・融資部内で中小
企業の資金調達の
多様化について研
究を開始します。
・売掛債権担保融
資について営業店
に説明会を行う他、
お取引先にも利用
促進を図ります。

・１５年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・「静岡県信用保証協会付売
 掛債権担保融資保証制度」
 の利用が可能と思われるお
 取引先について制度利用を
 営業店に指導しました。
・15年４月から１６年９月まで
 の新規実行は２お取引先で
 した。

・「静岡県信用保証協会付売掛債
  権担保融資保証制度」の利用が
  可能と思われるお取引先につい
  て制度利用を営業店に指導しま
   した。
・15年４月から１６年９月までの新
  規実行は２お取引先でした。

（静清信用金庫）



（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 ・信用リスク管理の基本と
なる倒産確率などのデータ
は今後とも金庫独自の蓄
積は行わず、東京商工リ
サーチのデータを活用して
いきます。
・信用リスク管理の体制整
備はある程度進んでいる
ので、今後は計量化された
リスク量などを如何に業務
運営に活用していくかが課
題となっています。

・信用リスク量を業
務運営に活かすた
めにＡＬＭ委員会の
あり方を検討しま
す。
・必要に応じ、格付
制度・格付別金利
について見直しを
行います。

・１５年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・「信用格付制度」「格付金利」
 とも、検討の結果、15年度及
 び１６年度上期の変更はあり
 ません。
・信用格付・信用リスク定量化
 のベースソフトである倒産確
 率は東京商工リサーチデー
 タを利用していますが、16年
 2月にメンテナンスを行いまし
 た。
・ＡＬＭ運営については１５年
 9月開催時より新しい運営・
 審議内容としましたが、その1
 例として計量化した信用リス
 ク量を業務運営に反映させ
 るべく信用コスト率を悪化さ
 せない範囲内での弾力的な
 金利適用について提言しま
 した。
・日銀考査での指摘及び研究
 の結果、１６年８月のＡＬＭ委
 員会より信用リスク定量化の
 考え方を一部変更しました。

・「信用格付制度」「格付金利」とも、
 検討の結果、１６年度上期の変更
 はありません。
・日銀考査での指摘及び研究の結
  果、１６年８月のＡＬＭ委員会より
  信用リスク定量化の考え方を一部
  変更しました。

（静清信用金庫）



５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容
等重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

「新しい中小企業金融の法
務」、改正事務ガイドライン
を踏まえ
  ・「信用金庫取引約定書」
の改訂
  ・与信取引に係る説明義
務・責任についての態勢・
規程・苦情処理態勢につ
いて整備をしていきます。
また、新態勢について営業
店への研修も実施していき
ます。

・「新しい中小企業
金融の法務」の研
究、改正事務ガイド
ラインの検討を行
います。
・与信取引に係る
説明態勢の整備を
図るべくワーキング
グループを立上げ
て検討を開始しま
す。

・与信取引に係る
説明態勢の整備を
完了させ、営業店
への研修を行いま
す。
・「信用金庫取引約
定書」の改訂を実
施します。

・「新たな中小企業金融の法
　務に関する研究会報告書」
　の内容及び改正事務ガイド
　ラインについての検討着手
  しました。 （15年8月）
・説明義務に関する規程の検
 討に着手しました。（15年8月）
・「信用金庫取引約定書」の
  改訂作業に着手しました。
  （15年8月）
・態勢整備・規程整備・チェッ
 ク態勢構築について具体
 的作業のためﾜｰｷﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰ
 ﾌ（以下ＷＧ）を立上げ、検
 討会を実施しました。
  （８回実施）
・ＷＧで検討した「債務者へ
 の説明態勢」について実効
 性を高めるため営業店担当
 者による検討委員会を開催
 しました。（１６年６月・７月）
・「与信取引に関する顧客へ
 の説明態勢の規程（案）」及
　び改正「信用金庫取引約
　定書」を 策定しました。
　（１６年９月）

・ＷＧで検討した「債務者への説明
 態勢」について実効性を高めるた
 め営業店担当者による検討委員
 会を開催し、債務者への説明・保
 証人への説明及び意思確認につ
 いて書類の受渡し・確認方法等
 について意見を求めました。
 （１６年６月・７月）
・改正「信用金庫取引約定書」策
 定（１６年９月）、１１月理事会へ報
 告予定です。
・「信用金庫取引約定書」改正に伴
 う「個別約定書」の改正案を策定
 しました。（１６年９月）
・「与信取引に関する顧客への説明
 態勢の規程（案）」策定（１６年９月）
 、１１月理事会へ上程予定です。
・「与信取引に関する顧客への説明
 態勢の規程（案）」策定に伴い、関
 連融資規程の改正（案）を策定し
 ました。（１６年９月）

（静清信用金庫）



（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 ・「地域金融円滑化会議」
への参加を継続します。
・同会議での他金融機関
の事例を基に当金庫の業
務改善に役立てていきま
す。

・「地域金融円滑化
会議」への参加を
継続します。
・事例報告を関連
部署へ回付し、ま
た研修に活用しま
す。

・１５年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・「地域金融円滑化会議へ参
　加しました。
・事例報告を担当部署へ回覧
 し、活用を図りました。

・16年5月26日「第5回地域金融円
 滑化会議」資料を関連部へ回付し
　ました。
・１６年３月より開始した「融資否決
 （謝絶）案件」につき１６年６月より
 報告フォーマット変更。引き続き全
 店報告分を関連部署へ回付、内容
 の検討を実施しました。

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・苦情を業務改善に活かす
ため苦情事例のフィード
バックと研修を実施しま
す。
・苦情処理規程の見直しを
定期的に行います。
・与信取引に係る苦情を意
識した規程の変更を行い
ます。

・コンプライアンス
委員会への苦情事
例の報告を行いま
す。
・店長会議・業務会
議を利用して苦情
事例のフィードバッ
クおよび研修を行
います。
・苦情処理規程の
見直しを行います。
・与信取引の説明
態勢整備のための
「苦情処理規程」改
正準備を行いま
す。

１５年度と同様の取
組みを行う他、与
信取引の説明態勢
整備のための「苦
情処理規程」の改
正を行います。

・理事会及びｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員
 会開催時に苦情件数、苦情
 事例について報告しました。
・店長会議、ブロック会議等
 において苦情事例及び対応
 をﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ、注意喚起を促
 しました。
・新職員を対象に苦情事例及
 び対応について研修を実施
 しました。

・１６年５月理事会にて１５年度下期
 苦情受付状況、再発防止策等に
 ついて報告しました。
・１６年４月ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会にて
 １５年度下期苦情受付状況、再発
 防止策等につき報告しました。
・１６年４月・７月支店長会議にて苦
 情事例及び対応をフィードバックし
 注意喚起を促しました。
・１６年５月・６月・８月・９月ブロック
 会議にて苦情事例及び対応をフィ
  ードバックし注意喚起を促しました
・１６年３月より開始した「融資否決
 （謝絶）案件」につき１６年６月より
 報告フォーマット変更。引き続き全
 店報告分を関連部署へ回付、内容
 の検討を行いました。

「機能強化計画」の計画お
よび進捗状況について半
年毎に当金庫ホームペー
ジで公表します。

半年毎に進捗状況
について当金庫
ホームページで公
表します。

半年毎に進捗状況
について当金庫
ホームページで公
表します。

・「当金庫機能強化計画」・
  「１５年４月～１５年９月まで
  の進捗状況」・「１５年１０月
  ～１６年３月までの進捗状
  況」について各々要約版を
  当金庫ホームページに掲載
  しました。

・１６年６月３日に「１５年１０月～
  １６年３月までの進捗状況」につい
  て要約版を当金庫ホームページ
  に掲載しました。

６．進捗状況の公表

（静清信用金庫）



【以下任意】
Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当の実施 査定精度向上を目的とし
て規程類の改訂を行う他、
お取引先の更なる実態把
握ができるよう研修や臨店
による指導を強化します。

・自己査定関連の
規程・マニュアルの
一部改訂を行いま
す。
・研修・臨店指導を
行います。

・１５年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・規程、マニュアル、基準書等
 について査定精度向上を目
 的とした見直しによる一部改
 訂を行いました。
・庫内研修、全店対象の臨店
 等による営業店指導の強化
 について計画どおりに実施
 しました。

①規程・マニュアル・基準書等の
  見直しによる一部改正の実施
  ・平成16年９月3０日付「資産の
    自己査定要綱」「自己査定マニ
    ュアル」「償却および引当金の
   計上に関する規程」「償却・引当
   マニュアル」の一部改正を行い
   ました。
   9月1日に「業務会議」にて一部
  改正について説明しました。
②庫内研修の実施
   ・16年7月6日 新任融資担当
    役席者対象の自己査定庫内
    研修を実施しました。
③臨店指導
  ・仮決算査定に向け、異動による
   融資役職者交代店舗への臨店
  指導を16年9月中旬に実施しまし
　た。
④信用格付による仮債務者区分
  検証・精査の日常業務化
  ・従来、臨店によって集中して実
   施していた検証に代えて16年6月
   から格付申請時に同時に融資管
  理部にて検証を加える体制とし、
  実効性及び効率化を高めました。

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に
係る厳格な検証

・今後とも評価額と処分額
のデータ蓄積を図っていき
ます。

・処分額データの蓄
積を行っていきま
す。
・システム上のﾊﾞｰ
ｼﾞｮﾝアップが必要
であれば検討して
いきます。

・１５年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・使用中の不動産評価システ
 ムについてソフト会社の提案
 を受け、16年度より「不動産
 評価の再評価ｼｽﾃﾑ」のﾊﾞｰ
 ｼﾞｮﾝｱｯﾌを行うこととなりまし
 た。
 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟにより路線価を
 基準としたよりｽﾋﾟｰﾃﾞｨで正確
 な評価に繋がることが期待さ
 れます。

・不動産評価・管理システムのﾊﾞｰ
  ｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟについて１６年４月の部
  長会で承認され、ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ内
  容の詳細について詰めを行いまし
  た。

（静清信用金庫）



（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示 ・引き続き保全状況の開示
を行いますが、１５年９月
期より半期情報開示にお
いても保全状況について
開示していきます。

・半期開示を含め
金融再生法開示債
権の保全状況を開
示していきます。

・１５年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・１５年１１月発行の半期ディ
 スクロージャー誌で１５年９月
 期の金融再生法開示債権の
 保全状況を開示しました。
 （従来は金額のみの開示）
・１６年８月発行のディスクロ
 ージャー誌「静清信用金庫
 の現況」において従来は合計
 の保全状況の開示であった
 ものをリスク管理債権・金融
 再生法開示債権とも区分毎
 の保全状況を開示しました。

・１６年８月発行のディスクロージャ
 ー誌「静清信用金庫の現況」にお
 いて従来は合計の保全状況の開
 示であったものをリスク管理債権
 ・金融再生法開示債権とも区分
 毎の保全状況を開示しました。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

・信用リスク管理について
ある程度のインフラ整備は
進んでいるので、今後は把
握したリスク量の業務運営
への活用を如何に図るか
に取り組んでいきます。
・信用格付制度・格付別金
利設定について必要に応
じ改善を図っていきます。
・お取引先別採算制度の
確立を図っていきます。

・リスク量を業務運
営に活かすため、Ａ
ＬＭ委員会のあり
方を検討します。
・必要に応じ信用格
付制度および格付
別金利設定の見直
しを行います。
・お取引先別採算
制度を検討します。

・リスク量を業務運
営に活かすため、Ａ
ＬＭ委員会のあり
方を検討します。
・必要に応じ信用格
付制度および格付
別金利設定の見直
しを行います。
・お取引先別採算
制度を試行します。

・「信用格付制度」「格付金利」
 とも検討の結果、15年度及び
　16年度上期の変更はありま
  せん。
 ・お取引先別採算制度につい
  ては検討を進め、１６年９月
  の部長会で中間報告を実施
  しました。
・ＡＬＭ委員会については、審
 議内容の変更を行い、計量
 化した信用リスクの業務運営
 への反映について提言を行
 いました。
・日銀考査での指摘及び研究
  の結果、１６年８月のＡＬＭ委
  員会より信用リスク計量化の
  考えを一部変更しました。

・「信用格付制度」「格付金利」とも
  検討の結果、16年度上期の変更
  はありません。
 ・お取引先別採算制度については
  検討を進め、１６年９月の部長会
  で中間報告を実施しました。
・ＡＬＭ委員会については、審議内
 容の変更を行い、計量化した信用
 リスクの業務運営への反映につい
 て提言を行いました。
・日銀考査での指摘及び研究の結
  果、１６年８月のＡＬＭ委員会より
  信用リスク計量化の考えを一部
  変更しました。

３．ガバナンスの強化

（２）①半期開示の実施 開示内容の充実を図って
いきます。

開示内容の検討を
行い、半期開示を
充実した形で実施
していきます。

・１５年度と同様の
取組みを継続しま
す。

・１５年１１月発行の半期ディ
 スクロージャー誌において計
 画した追加開示項目を計画
 どおり追加開示しました。

・１６年１１月発行予定の半期ディ
 スクロージャー誌においても１５年
 度に追加開示した項目を継続開示
 していくことを決定し、準備を進め
 ました。

（２）②外部監査の実施対象の拡大等 ・監査法人「トーマツ」による
 外部監査を引き続き受けま
 した。

・監査法人「トーマツ」による外部監
 査を引き続き受けました。

当面、外部監査に
ついては、「監査法
人トーマツ」の監査
により進める方針
です。

（静清信用金庫）



（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合員
の意見を反映させる仕組み等の整備

・総代選考基準及び総代
会傍聴制度についてﾃﾞｨｽｸ
ﾛｰｼﾞｬｰ誌に掲載します。
・会員からの意見を広く求
め、総代会運営に反映しま
す。

・総代選考基準及
び総代会傍聴制度
についてのﾃﾞｨｽｸ
ﾛｰｼﾞｬｰ誌に掲載の
準備をします。
・会員からの意見を
広く求めます。

・総代選考基準及
び総代会傍聴制度
についてﾃﾞｨｽｸﾛｰ
ｼﾞｬｰ誌に掲載しま
す。
・会員からの意見を
広く求めます。

・総代改選時期にあたり、従
 来慣例として定めていた事
 項（勇退年齢等）を内規とし
 て明文化し、１６年１月の理
 事会で承認を得ました。
・１６年２月１０日総代との懇
  談会を開催しました。
・１６年５月１日総代１５０名が
 選任され、６月２３日総代会
 を開催しました。
・全信協「業界申し合せ事項」
 を参考に１６年８月発行のデ
 ィスクロージャー誌へ総代会
 制度・総代選考方法等を掲
 載しました。

・１６年５月１日に総代１５０名が選
 任されました。
・１６年６月２３日総代会を開催しま
  した。
・１６年８月発行のディスクロージ
  ャー誌に以下の事項を掲載しま
  した。

（２）④中央機関が充実を図る個別金融機関に対する経営モニ
タリング機能等の活用方針

・当金庫の経営課題を明
確にするため信金中央金
庫の分析データを有効活
用する他、経営相談機能
の活用も必要によって図り
ます。

・当金庫経営分析資料策定に
　当たって信金中金が作成し
　た「信用金庫経営効率分析
　表」を活用しました。
  （14年度決算・15年度決算）
・信金中金静岡支店より当金
　庫経営分析の報告を受けま
  した。
  （14年度決算・15年度決算）
・信金中金市場営業部より
　「有価証券ポートフォリオ分
　析」の説明を受けました。

・当金庫15年度経営分析を行うに
　当たって信金中金作成の「信用
　金庫経営効率分析表」をフル活
　用しました。
・16年7月に信金中金静岡支店長
　より、理事長・常務・経営企画部
　長を対象に15年度決算分析に
　ついて説明を受けました。
・信用コストの考え方について信金
　中金静岡支店と意見交換を行い
  ました。

・総代会の仕組み・総代会傍聴
  制度・総代候補者選考基準
  総代の選任方法・総代会の
  決議事項・総代のお名前

（静清信用金庫）



４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ・地域貢献活動の内容を
検証し、真に地域の方に
役立つ地域貢献を目指し
ます。
・全信協から示された開示
例に基づき地域貢献に関
するﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰを充実さ
せます。
・半期情報開示にも地域貢
献に関する事項を記載しま
す。

・地域貢献に関す
るアンケート調査を
実施します。
・１４年度の地域貢
献に関する内容を
記載した「地域貢献
ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌」を
発行します。
・半期ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ
誌にも地域貢献の
内容を記載します。
（１５年度上期分）
・地域貢献の内容
を検討します。

・ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌に
地域貢献に関する
情報を記載します。
・半期ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ
誌に地域貢献の内
容を記載します。
（１６年度上期分）
・地域貢献の内容
を検討します。

・15年11月の地域貢献ディス
 クロージャー誌の発行、１５
 年１１月発行の半期ディスク
 ロージャー誌への地域貢献
 情報記載、１６年８月発行の
 ２００４年版ディスクロージャ
 ー誌への地域貢献情報記
 載（充実）等地域貢献に関す
 る情報開示を積極的に進め
 ました。
・１５年１１月～１５年１２月に
 かけて「地域貢献に関する
 アンケート調査」を実施し、
 当金庫の地域貢献活動の
 検証を行うとともに、今後
 の地域貢献活動の参考と
 しました。

・１６年８月１１日発行のディスクロ
 ージャー誌「２００４静清信用金庫
 の現況」において地域貢献に関す
 る情報を記載または従来から記載
 している項目についても充実させ
 ました。（１５年度１年間の経営改
 善指導によるランクアップ数も記
 載）

５．法令等遵守（コンプライアンス）

行員による横領事件等、金融機関と顧客等とのリレーションシッ
プに基づく信頼関係を阻害するおそれがある問題の発生防止

「その他関連する
取組み」として後段
の「４」に記載しまし
た。

（静清信用金庫）



４．その他関連する取組み（別紙様式２）

15年4月～16年9月
・研修計画に基づき、若手職
 員を対象とした総合的な融資
 能力の向上に関する研修を
 実施しました。（延べ24講座、
 446名受講）また、業界団体
 （全信協等）を中心とした外
 部研修への派遣や外部機関
 への出向、中小企業診断士
 の育成にも継続的に取り組
 みました。
 その他、民間会社主催の通
 信講座の推奨等も行いまし
 た。

・研修計画に基づき、若手職
 員を対象とした総合的な融資
 能力の向上に関する研修を
 実施しました。（延べ24講座、
 446名受講）また、業界団体
 （全信協等）を中心とした外
 部研修への派遣や外部機
 関への出向、中小企業診
 断士の育成にも継続的に
 取り組みました。
 その他、民間会社主催の通
 信講座の推奨等も行いまし
 た。

16年4月～16年9月
左記「具体的な取組み」に対応しています。
①16年度上期研修計画に基づき、9講座を庫内研修と
　して実施、延べ145名が受講しました。
②本期間中、業界団体（全信協等）主催の集合研修へ
　の派遣実績はありません。
③「財務コンサルタント研修」等を実施しました。
④15年12月に民間会社の実施する通信講座受講を斡
　旋し、現在147名が受講中です。
⑤「第1回 目利き力養成研修」を16年7月に実施し、法
　人担当者12名がお取引先企業（製造業）3社を訪問、
  事業現場を視察しました。
⑥15年7月より出向者1名を継続派遣しました。
⑦16年4月より中小企業大学校へ1名を継続派遣しまし
た。

左記「具体的な取組み」に対応しています。
①16年度上期研修計画に基づき、9講座を庫内研修と
　して実施、延べ145名が受講しました。
②15年8月から6月まで職員2名が全6回参加したのに
　続き16年8月より新たに3名を派遣しました。
③本期間中、業界団体（全信協等）主催の集合研修へ
　の派遣実績はありませんが、16年5月外部講師によ
　る「企業再生セミナー」をしずおか信用金庫と共同開
　催し、支店長及び副支店長計43名が受講しました。
④15年12月に民間会社の実施する通信講座受講を斡
　旋し、現在147名が受講中です。
⑤「第1回 目利き力養成研修」を16年7月に実施し、法
　人 担当者12名がお取引先企業（製造業）3社を訪問、
  事業現場を視察しました。
⑥15年7月より出向者1名を継続派遣しました。
⑦16年4月より中小企業大学校へ1名を継続派遣しま
  した。

①総合的な融資能力向上に関する研修（庫内）の継続実施。
②せいしんビジネスクラブの経営研究会（ベーシックコース）への派
遣。
③業界団体（全信協、県協会など）の実施する集合研修への派遣。
④民間会社の実施する通信講座導入の検討。
⑤業種を絞り、お取引先企業内での研修（視察）実施を検討。
⑥しずおか産業創造機構への出向者継続派遣。
⑦中小企業診断士の育成。

Ⅰ－２－（４）
 中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施。

①総合的な融資能力向上に関する研修（庫内）の継続実施。
②業界団体（全信協、県協会など）の実施する集合研修への派遣。
③上記②の受講者が講師となり、庫内研修の実施
④民間会社の実施する通信講座導入の検討。
⑤業種を絞り、お取引先企業内での研修（視察）実施を検討。
⑥しずおか産業創造機構への出向者継続派遣。
⑦中小企業診断士の育成。

項　　　　　目 具体的な取組み

Ⅰ－１－（２）
企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成 を目的と
した研修プログラム（目利き研修）の実施。

進捗状況

（静清信用金庫）



15年4月～16年9月 16年4月～16年9月
項　　　　　目 具体的な取組み

進捗状況

・経営研究会（ﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ・ｱ
 ｶﾃﾞﾐｰｺｰｽ）は各ｺｰｽ年6回
 （期間中延べ18回）実施しま
 した。（偶数月）
・奇数月には各種ｾﾐﾅｰ・国内
 企業視察を実施しました。
 （合計年6回）
・国際化の進展に伴い、お取
 引先の語学力向上を目的に
 「実践英会話講座」を2期間
 に亘り開催しました。
 （各10回、延べ20回）
・ＳＢＣ会員企業の人材育成
 に資するため「新入・若手社
 員研修」「管理者研修」を実
 施しました。
・ＳＢＣ会員向けに毎月1回、
  新商品・商談情報、各種ﾋﾞｼ
  ﾈｽ情報をｅ―Ｍａｉｌ等で発信
  し、ﾋﾞｼﾞﾈｽマッチングを促す
  仕組みを継続しています。
・ＳＢＣ会員企業からの依頼
 に基づき、専任中小企業診
 断士が経営計画策定、経営
 革新支援法に係る認定計画
 策定の支援、新規出店、労
 務等の会員向け経営相談
 を期間中90件程度実施しま
 した。

・業界団体（全信協・地区協）
 を中心に企業再生等に関す
 る研修講座への派遣実施の
 他、経済産業省の「事業再生
 人材育成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ導入事業」
 の一環として実施されたきん
 ざい主催の「事業再生人材育
 成講座」にも本部担当者を派
 遣しました。
 その他、民間会社主催の通
 信講座受講の推奨等も実施
 しました。

・経営研究会（ﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ・ｱｶﾃﾞﾐｰｺｰｽ）は偶数月に開
 催、各ｺｰｽ3回（延べ6回）実施しました。
・ＳＢＣ会員企業の人材育成支援のため4月に若手社員
　を対象に「新入・若手社員研修」5月に中堅社員を対
　象に「管理者研修」を実施しました。
・5月に教養セミナーを開催しました。
・7月にＳＢＣ総会を開催。講演会の他、会員相互の懇
　親及び情報交換を実施しました。
・9月に浜松方面の視察を実施、先端技術を活用した
　独自製品の開発により脱下請を果たした企業等を視
　察しました。
・毎月1回、新商品・商談情報、各種ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報を
  ｅーＭａｉｌ等で発信しました。
  ＳＢＣ会員向け経営相談も積極的に実施しました。

左記「具体的な取組み」に対応。
①本期間中、業界団体（全信協等）主催の集合研修へ
　の派遣実績はありません。
②本期間中、民間会社主催セミナーへの派遣実績はあ
  りません。
③15年12月に民間会社の実施する通信講座受講を斡
　旋し、現在147名が受講中です。

・せいしんビジネスクラブ（ＳＢＣ）は２コースの経営研究会を年間6回
延べ12回開催して経営者支援・後継者養成に努めています。
・経営研究会は経営基本を総合的に習得するベーシックコースと幅
広く経営管理能力向上を図るアカデミーコースの２コースからなって
います。
・海外視察・国内視察・各種セミナーを通じて経営のクオリティーアッ
プを図っています。
・各種情報提供を行い、ビジネスマッチングによるビジネスチャンス
拡大を図っています。
・当金庫職員の中小企業診断士が会員企業の求めに応じ個別経営
診断を行っています。

①業界団体（全信協など）の実施する集合研修への派遣。
②民間会社の実施するセミナーへの派遣。
③民間会社の実施する通信講座の導入検討。

Ⅰ－２－（５）
中小企業等の財務・経営管理能力向上を支援

Ⅰ－３－（７）
企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリスト）の
育成を目的とした研修の実施。

（静清信用金庫）



15年4月～16年9月 16年4月～16年9月
項　　　　　目 具体的な取組み

進捗状況

・規程類の整備、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
 委員会の開催、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
 関連議題の理事会への付議
 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに係る啓蒙活動
 （臨店指導・研修等）等を実
 施しました。

・規程類の整備、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会の開催、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝ
　ｽ関連議題の理事会への付議、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに係る啓
　蒙活動（臨店指導・研修等）等を実施しました。

Ⅱ－５．
法令等遵守（コンプライアンス）

（静清信用金庫）


